
 

 
 

 
 

平成 22年４月 20日 

 

 

自然再生の推進に関する政策評価 

≪勧告に伴う政策への反映状況（その後）の概要≫ 

 
 
 
 
 
 
 

 

「自然再生の推進に関する政策評価」結果に基づき、平成 20年４月 22日、環境省、 

農林水産省及び国土交通省に勧告を行い、６か月後の改善状況は、平成 20年 12月に 

取りまとめ公表しました。 

今回は、その後の政策への反映状況に係る回答（１回目の回答から約１年後）を取 

りまとめたものです。 

 改善措置状況の概要は、別添資料参照。 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本件連絡先】 

総務省行政評価局 

国土交通担当評価監視官室 

担当：総括評価監視調査官 楠原 修 

電話（直通）：０３－５２５３－５４５６ 

（代表）：０３－５２５３－５１１１（内線）２２４１０ 

ＦＡＸ：０３－５２５３－５４５７ 

Ｅ－ｍａｉｌ：https://www.soumu.go.jp/hyouka/i-hyouka-form.html 

本日、総務省行政評価局では、「自然再生の推進に関する政策評価」の勧告に伴う政

策への反映状況について、関係省（環境省、農林水産省、国土交通省）から回答を受

け、その概要を取りまとめましたので、公表します。 
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テ ー マ 名 自然再生の推進に関する政策評価結果（総合性確保評価） 

（平成 20年４月 22日勧告） 

関係行政機関 
環境省  （回答：平成 20年 12月 ２日 その後：22年４月２日） 

農林水産省（回答：平成 20年 11月 28日 その後：22年４月６日） 

国土交通省（回答：平成 20年 12月 ３日 その後：22年４月７日） 
 
 

政策の評価の観点及び結果  
○ 評価の観点 

  自然再生の推進政策が、自然再生推進法（平成 14年法律第 148号）（以下「法」という。）及び自

然再生基本方針（平成 15 年４月１日閣議決定）（以下「基本方針」という。）に照らして、どの程度

効果を上げているかなど総合的な観点から全体として評価を実施 

 

○ 評価の結果 

当省が実施した意識等調査、実地調査等の結果をみると、平成 14 年に法が制定されたことを契機

として、国や都道府県が実施する自然再生事業数の増加、法定協議会及び法定外協議会数の増加、自

然再生活動を行っているＮＰＯ法人数の増加、自然環境学習の実施回数の増加など、多様な主体によ

る自然再生への取組・参加が増加している状況がみられることから、法の制定による一定の効果がみ

られた。 

しかしながら、①法定外協議会の設置数、国、地方公共団体及びＮＰＯ法人による自然再生事業数

が増加傾向にあるにもかかわらず、法定協議会の設置は必ずしも十分に進んでいるとはいえない、②

法に基づく自然再生事業は、１法定協議会を除いてすべて公共事業として実施されているものであ

り、地域住民やＮＰＯ法人等が主導し実施者となって、法に基づく自然再生事業を実施している状況

はほとんどみられない､③法定協議会は、法及び基本方針に基づき協議会の運営を行っているが、自

然再生事業の進ちょく状況をみると、必ずしも効率的・効果的な協議会の運営となっていない、④国

が設置した推進会議及び地方ブロック会議は、自然再生を総合的、効率的かつ効果的に推進する上で

関係省庁間における連絡調整が十分なものとなっていない、⑤専門家会議は、地域の法定協議会の効

果的な取組への支援を十分に行うことができるようになっていない、⑥法定協議会に対する国及び地

方公共団体における各種支援・措置は、法定協議会を設置しようとする十分なインセンティブとなっ

ていないなどの課題が認められ、自然再生推進政策を一層推進し、その効果を発現させるためには、

これらの課題の解消が必要となっている。 

 

１ 法に基づく自然再生事業の在り方・方法等の見直し 

(1) 自然再生を目的として多様な主体が参加して設置された自然再生協議会は全国で 87 協議会と

なっており、このうち法定外協議会が約８割（69協議会）を占める一方、法定協議会は約２割(18

協議会）となっている。 

(2)  法定協議会の設置から自然再生事業の実施に至るまでは、関係行政機関の主導によるものがほ

とんど。地域住民やＮＰＯ法人は、労力・資金力に乏しいため、主導している状況はほとんどみ

られない。  

(3)  法定協議会参加者への意見聴取によると、法定協議会のメリットとされている「多様な主体の

意見聴取が可能となること」を挙げるものが 33.3%。一方、デメリットとして、「多様な主体が多

数参加することにより合意形成・調整に長期間を要すること」を挙げるものが 39.3%。法定協議

会のメリットとされていることが、必ずしも法定協議会の設置を促進する誘因とはなっていない。  

自然再生の推進に関する政策評価結果に基づく勧告に伴う政策への反映状況 

別添 
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２ 法定協議会の運営方法の見直し 

(1)  法定協議会は、地域の多様な主体が多数参加することなどにより合意形成に長期間を要する等

のあい路がみられ、事業が進ちょくしない傾向がみられる。また、法定協議会の中には、合意形

成が図れずとんざした協議会、解散した協議会があるなど参加者の確保の方法及び合意形成方法

が課題となっている。一方、参加者の募集方法、合意形成の方法について工夫をしている例がみ

られる。  

(2) 事業実施後のモニタリングにおいて、自然再生の目標に照らして事業が適切なものとなってい

るかなど、科学的な検証を行うに当たって、達成すべき水準が具体的に特定された目標とするこ

とが重要。このような目標を設定しているのは、全体構想を作成している 15法定協議会のうち８

協議会（53％）。目標の設定方法に関する情報や目標を設定するに当たって必要となる自然環境デ

ータの提供が十分とはいえない。  

(3) 自然環境専門家の知見を十分に活用するため自然環境専門家を中心とした分科会等を設置する

ことが有効な手段。このような分科会等を設置しているのは、全 19法定協議会（解散した１協議

会を含む。）のうち７協議会（37％）。自然環境専門家の知見の活用方法についての情報提供が不

十分となっている。 

 

３ 国の支援の充実等 

(1)  自然再生推進会議及び地方ブロック会議における関係省庁間の連絡調整は、十分なものとなっ

ていない。 

(2) 自然再生専門家会議は、各法定協議会が作成した実施計画について意見を述べているが、これ

らの意見は各法定協議会の実施計画に十分反映されるものとなっていない。  

(3) 主務省の相談窓口において受け付けた相談件数は４年間で計 16件とわずか。また、自然再生活

動を行うＮＰＯ法人及び住民等の 64%は相談窓口を承知していないなど、相談窓口の周知が不十

分となっている。               

     なお、相談窓口を利用した者のうち、「的確な対応で役に立った」とするものが 72.4%みられる。 

(4) 自然環境学習プログラムとして個々の自然環境学習の具体的な内容を記載しているものは３実

施計画（25 %）にとどまっており、各計画における記載も区々。主務省は、自然再生を活かした

自然環境学習を効果的に実施するため自然環境学習プログラムとして整備すべき内容を示してい

ない。   
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勧告 政策への反映状況 

主務省は、今後の自然再生推進政策

を効果的に推進する観点から、次の措

置を講ずる必要がある。 

１ 法に基づく自然再生事業の在り

方・方法等の見直し 

法に基づく自然再生事業におい

て、法定協議会の設置等の事業の立

上げ時点における支援の充実・強化

を図ることなどにより、法に基づく

自然再生事業とすることの意義・メ

リットをいかし、地域住民、ＮＰＯ

法人等が実施者となって主体的・継

続的に取り組むことができるように

すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→：回答 

⇒：その後 

 

→【環境省、農林水産省、国土交通省】 

① 自然再生専門家会議、地域の自然再生協議会

等から意見を伺い、地域の自然再生の取組の効

果的な推進、生態系の保全・再生の重要性の強

調、全国的・国際的視点の強化、学習・研究の

推進等の観点から、自然再生基本方針の見直し

を実施(平成20年８月５日～９月３日にパブリ

ックコメントを実施)し、その結果を反映した新

基本方針を決定（平成20年10月31日閣議決定) 

新基本方針において、国は、協議会等に対す

る技術的支援を行うため必要に応じて自然再生

専門家会議を開催すること、協議会の設立や協

議会間の情報交換、地域住民・民間団体等が行

う自然再生活動等への支援を行うこと、地方公

共団体と協力して自然再生の推進に努めること

などを追加 

② 自然再生推進法の具体的活用事例等を掲載し

たパンフレット「自然再生を進めるために」（以

下、「運用パンフレット」という。)を作成し、

自然再生協議会の設立を検討している地域等へ

配布することによる普及啓発を実施する予定 

 

⇒【環境省、農林水産省、国土交通省】 

① 関係省庁と連携の下、自然再生協議会の特徴

（メリット）、自然再生協議会の立ち上げ・運営

の手法等を掲載したパンフレット「自然再生を

進めるために－自然再生協議会立ち上げ・運営

の手引き－」（以下、「運用パンフレット」とい

う。）を作成し、地方公共団体、ＮＰＯ、地域住

民等に配付し普及啓発を実施 

また、同運用パンフレットにおいて、自然再

生事業に活用可能な国の自然再生事業関連制

度・概要を周知 
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≪参考≫ 

表１ 自然再生協議会の設置数及び事業の進捗状況       

区  分 18年度 19 20 21 

自然再生協議会設

置数 
18 19 20 21 

全体構想作成済み

協議会数 
15 18 19 21 

実施計画作成済み

協議会数 
８ ９ 12 14 

 

② 平成19年６月にはＮＰＯ法人の発意による初

めての自然再生協議会（中海自然再生協議会）

が設立。平成 21年５月にも同様に久保川イーハ

トーブ自然再生協議会が設立 

 

→【環境省】 

① 「自然再生活動推進費」により、地域の自然環

境に関する情報収集や自然再生の普及啓発等を

引き続き実施 

また、平成21年度に向けて、自然再生協議会

の設立・技術的支援を行うための事業内容を追

加するよう予算要求を実施 

② 環境省ホームページ、パンフレット等を用い

て、自然再生についての普及啓発を引き続き実

施 

 

⇒【環境省】 

① 「自然再生活動推進費」により、地域の自然

環境に関する情報収集や自然再生の普及啓発等

を引き続き実施 

また、平成 21年度から、自然再生協議会の設

立・技術的支援を行うため、自然再生専門家会

議委員や先進的な自然再生協議会構成員等を交

えたワークショップ等の開催などの事業を追加 

② 自然再生に関する普及啓発及び、自然再生に

関わる者に対し必要な各種の情報を提供し、相

談に効果的に対応することを目的として、環境

省ホームページの改訂等を実施。具体的には、

自然再生事業関連制度一覧、各自然再生協議会

の取組状況、自然再生事業実施地区の概要、自
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２ 法定協議会の運営方法等の見直し 

法定協議会の効果的・効率的な運

営、法に基づく自然再生事業の適切な

実施を図る観点から、次の事項を実施

すること。 

① 法定協議会において、地域が自

然再生の実現に向けて長期的･継

続的に取り組むための円滑な合意

形成が図られるよう、参加者の確

保及び合意形成の方法について必

要な情報提供などの支援を行うこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

然再生専門家会議の開催状況等について最新情

報を掲載 

また、自然再生を実施しようとする者の理解

を助けるため、自然再生基本方針の変更を踏ま

え、自然再生推進法の趣旨・内容を分かりやす

く解説したパンフレット「自然再生推進法のあ

らまし」を改訂。具体的には、自然再生推進法

施行後５年間の実施状況の検証、第三次生物多

様性国家戦略及び生物多様性基本法の策定等、

基本方針の変更の背景の解説、変更のポイント、

内容の分かりやすい解説等を追加 

 

 

 

 

→【環境省、農林水産省、国土交通省】 

① 運用パンフレットにおいて、協議会の組織化

及び運営に当たっての工夫事例を掲載し、必要

な情報提供を実施する予定 

② 自然再生協議会情報連絡会議を開催し、合意

形成や参加者確保に向けた取組に関する課題へ

の対応状況などについて、協議会レベルでの情

報交換を実施（予定を含む。） 

(参考) 

西日本：平成20年11月５日～６日、広島市(八

幡湿原) 

東日本：平成21年１月20日～21日、小金井市(野

川)予定 

 

⇒【環境省、農林水産省、国土交通省】 

① 自然再生協議会の組織化（設立の発意・参加

者の募集、自然再生協議会規約の作成）及び運

営（合意形成の円滑化等）方法及び全国の工夫

事例を記載した運用パンフレットを作成し、自

然再生に取り組む地域や自然再生協議会などへ

配布するなど情報提供を実施 

② 関係省庁と連携の下、自然再生協議会間の情

報・意見交換や、関係省庁からの情報提供等を
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② モニタリング等において科学的

な検証が可能となる目標を設定す

ることができるよう、目標の設定方

法についての情報や目標の設定に

必要な自然環境データを提供する

こと等必要な措置を講ずること。      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行うことにより、協議会の運営や事業実施の向

上を図るため自然再生協議会情報連絡会議を開

催。同会議において、参加者の確保及び合意形

成の方法などについて協議会レベルでの情報・

意見交換を実施 

 
表２ 自然再生協議会情報連絡会議の開催状況    

年度 名 称 
開催年

月日 
主な内容 

20 

自然再生協

議会情報連

絡会議（東

日本） 

平成 21

年 １ 月

20 日～

21日 

・自然再生事業地視察

（野川地区） 

・取組紹介、情報交換 

21 

自然再生協

議会情報連

絡会議（東

日本） 

平成 21

年 ９ 月

10 日～

11日 

・自然再生事業地視察

（釧路湿原） 

・取組紹介、情報交換 

自然再生協

議会情報連

絡会議（西

日本） 

平成 21

年 12 月

１ 日 ～

２日 

・自然再生事業地視察

（阿蘇草原） 

・取組紹介、情報交換 

 

→【環境省、農林水産省、国土交通省】 

① 自然再生基本方針の見直しを行い、新基本方

針において、自然再生の目標については、ⅰ）

持続的に良好な状態を維持することが技術的に

も社会経済的にも可能な自然環境を目標として

設定すること、ⅱ）その中で、自然の復元力や

サイクルを踏まえた持続可能性を考慮して、長

期及び短期の目標を設定することが重要である

こと、ⅲ）目標は、わかりやすく、出来る限り

具体的なものとする必要があり、その設定方法

として、自然再生事業の対象地の自然環境の変

遷の分析を踏まえて検討を行い、過去の特定の

時期の状況を目標とする、あるいは地域の特徴

的な種や生態系の状態に着目して目標を設定す

ることなどを追加 

② 運用パンフレットにおいて、目標設定の考え

方や具体例を記載し、目標の設定方法に関する

情報提供を実施する予定 
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③ 科学的知見に基づく専門的な協

議の実施において、自然環境専門家

の知見を十分に活用した分科会等

を設置するなどにより効果的に進

めている事例を収集し、これらの情

報を提供すること。 

また、法定協議会からの要請に

応じて必要な自然環境専門家を紹

介するなどの支援を行うこと。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒【環境省、農林水産省、国土交通省】 

○ 自然再生全体構想における目標設定の考え方

や目標を実現させるための手法、全国の具体例

を記載した運用パンフレットを作成し、自然再

生に取り組む地域や自然再生協議会などへ配布

するなど情報提供を実施 

 

→【環境省、農林水産省、国土交通省】 

① 自然再生基本方針の見直しを行い、新基本方

針において、国は、協議会等に対する技術的支

援を行うため、協議会の設立や協議会間の情報

交換、地域住民・民間団体等が行う自然再生活

動等への支援を行うとともに、地方公共団体と

協力して自然再生の推進に努めることを追加 

② 自然再生協議会情報連絡会議を開催し、分科

会等の設置事例や課題への対応状況などについ

て、協議会レベルでの情報交換を実施（予定を

含む。） 

③ 運用パンフレットにおいて、分科会の設置事

例等を掲載し、効果的に自然再生を進めている

事例等の情報提供を実施する予定 

 

⇒【環境省、農林水産省、国土交通省】 

① 関係省庁と連携の下、自然再生協議会情報連

絡会議を開催し、分科会等の設置事例や課題へ

の対応状況などについて、協議会レベルでの情

報・意見交換を実施 

② 自然再生協議会の運営に当たって、分科会等

の設置方法、分科会等を設置し効果的に自然再

生を進めている事例等を記載した運用パンフレ

ットを作成し、自然再生に取り組む地域や自然

再生協議会などへ配布するなど情報提供を実施 

 

→【環境省】 

自然再生活動推進費の平成21年度予算要求に

おいて、地域の自然再生協議会へ自然再生専門

家会議委員の派遣や他の自然再生協議会からの

講師派遣等を行い、技術的な課題の解決に向け
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３ 国の支援の充実等 

自然再生を総合的、効果的かつ効率

的に推進する観点から、次の事項を実

施すること。 

①  自然再生推進会議及び地方ブロ

ック会議における関係省庁間の連

絡調整の充実を図ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

た取組を進めるための事業内容を追加 

 

⇒【環境省】 

 平成 21年度から、「自然再生活動推進費」によ

り、地域の自然再生協議会へ自然再生専門家会議

委員の派遣や先進的な自然再生協議会からの講師

派遣等を行える事業を追加 

 

 

 

→【環境省、農林水産省、国土交通省】 

① 平成20年３月27日、自然再生推進会議を開催

し、自然再生推進法及び自然再生基本方針の見

直しについて検討を実施 

また、平成20年10月23日、自然再生推進会議

を開催し、関係省庁で基本方針の変更案につい

て、最終確認等を実施 

② 地方支分部局に対し、「自然再生の推進のため

の地方ブロックにおける連絡調整の充実につい

て」（平成20年７月18日付け事務連絡）を発出し、

各地方ブロック会議において設置要領を作成す

ること、必要に応じて自然再生協議会構成員等

を参加させること、連絡調整の内容を強化する

こと、会議開催を徹底することについて、要請 

 

⇒【環境省、農林水産省、国土交通省】 

① 関係省庁と連携の下、自然再生推進会議幹事

会を開催し、自然再生協議会で作成された実施

計画の審議を行うなど、引き続き、自然再生に

関する連絡調整を実施 

 

表３ 自然再生推進会議幹事会の開催状況  

開催年月日 内 容 

平成 21年３

月 18日 

「石西礁湖自然再生事業」、「巴川流域麻機

遊水地自然再生事業」の実施計画を審議 

平成 21年７

月 16日 

「上サロベツ自然再生事業」、「阿蘇草原自

然再生事業」、「久保川イーハトーブ自然再

生事業」の実施計画を審議 
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また、自然再生専門家会議につ

いては、同会議が地域の法定協議

会の効果的な取組に向けての支援

を行うことができるようにするな

ど、有効に活用されるよう必要な

措置を講ずること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 全国８地方ブロック（北海道、東北、関東、

北陸・中部、近畿、中国・四国、九州、沖縄）

において、実施内容、構成員、開催回数等を定

めた「地方ブロック会議設置要領」を作成し、

会議開催を徹底するとともに、関係省庁間にお

ける連絡調整を充実・強化 

 

→【環境省】 

平成20年10月17日に開催した「地方環境事務所

長会議」において、自然再生の推進に向けて、関

係省庁の地方支分部局との連携強化について要請 

 

→【環境省、農林水産省、国土交通省】 

新基本方針において、国は、協議会等に対する

技術的支援を行うため必要に応じて自然再生専門

家会議を開催することを追加 

平成20年９月17日～18日、自然再生専門家会議

が、阿蘇草原再生協議会再生事業対象地区の現地

調査を行い、協議会関係者との意見交換、学術的

観点からの指導等を実施 

 

⇒【環境省、農林水産省、国土交通省】 

平成 21年 10月 29日～30 日、自然再生専門家会

議が、石西礁湖自然再生協議会再生事業対象地区

の現地調査を行い、協議会関係者との意見交換、

学術的観点からの指導等を実施 

 

→【環境省】 

自然再生活動推進費の平成21年度予算要求にお

いて、自然再生専門家会議委員が地域の協議会へ

継続的に指導・助言できるよう事業内容を追加 

 

⇒【環境省】 

平成 21年度から、「自然再生活動推進費」によ

り、自然再生専門家会議委員が地域の協議会へ指

導・助言を行える事業を追加 
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②  地域住民、地域で活動するＮＰＯ

法人等が実施者となって行う自然

再生を推進するため、相談窓口の周

知を含め、地域における自然再生に

関する普及啓発活動を推進するこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→【環境省、農林水産省、国土交通省】 

運用パンフレットにおいて、相談窓口の目的や

設置状況を掲載し、相談窓口の周知・普及啓発を

行う予定 

なお、環境省、農林水産省及び国土交通省ホー

ムページにおいて、相談窓口を周知するほか、自

然再生専門家会議の資料・議事録の公開、全国的

な自然再生の取組状況の公表等を引き続き実施 

 

⇒【環境省、農林水産省、国土交通省】 

自然再生相談窓口の目的や設置状況を掲載した

運用パンフレットを作成し、相談窓口の周知・普

及啓発を実施 

また、環境省、農林水産省、国土交通省ホーム

ページにおいて相談窓口の周知、自然再生専門家

会議の資料・議事録の公開、全国的な自然再生の

取組状況の公表等を引き続き実施 

 

→【環境省】 

① 自然再生活動推進費により、自然再生の取組

を進める地域におけるワークショップやセミナ

ー開催など自然再生の推進に向けた普及啓発活

動を引き続き実施 

② 平成21年度予算要求において、自然再生専門

家会議委員や他の協議会からの講師派遣等によ

り、地域レベルでの課題解決に向けた取組を支

援するための事業内容を追加 

③ 平成20年10月17日に開催した「地方環境事務

所長会議」において、自然再生の推進に向けて、

各地域における自然再生に関する普及啓発活動

の推進等を要請 

 

⇒【環境省】 

① 平成21年度から、自然再生活動推進費により、

自然再生専門家会議委員や他の自然再生協議会

からの講師を派遣し、地域レベルでの課題解決

に向けた取組を支援するための事業を追加 

併せて、引き続き、自然再生の取組を進める
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③  自然再生をいかした自然環境学

習が効果的に実施されるよう、自

然環境学習プログラムの具体的な

例を情報提供するなどの支援を充

実すること。 

 

 

 

地域におけるワークショップやセミナー開催な

ど自然再生の推進に向けた普及啓発活動を実施 

≪参考≫ 

表４ ワークショップ等の開催状況  （単位：回） 

区 分 平成 18年度 19 20 21 

開催回

数 
25 18 30 40 

 

→【環境省、農林水産省、国土交通省】 

① 自然再生基本方針の見直しを行い、新基本方

針において、ⅰ）学校教育における環境教育の

充実を図るとともに、国民ひとりひとりの環境

保全への意識の高まりに応えるよう、家庭、学

校、地域、企業などにおける生涯にわたる質の

高い環境教育・学習の機会の多様化を図ること

が重要であること、ⅱ）様々な形の環境教育・

学習を進める際に、自然再生事業を実施してい

る地域が積極的に活用されるようにしていくこ

とが大切であること、ⅲ）そのため、学校教育

機関及び研究機関、博物館及び公民館等の社会

教育施設など、地域の関係機関との協力と連携

を強化する必要があることなどを追記 

② 運用パンフレットにおいて、自然環境学習の

意義や自然再生事業地を活用した自然環境学習

の取組方法の事例を情報提供し、効果的な自然

環境学習を推進する予定 

③ 自然再生協議会情報連絡会議を開催し、自然

環境学習の取組内容や課題への対応状況などに

ついて、協議会レベルでの情報交換を実施（予

定を含む。） 

 

⇒【環境省、農林水産省、国土交通省】 

① 自然環境学習を通じた自然再生への理解の促

進、自然再生事業地を自然環境学習の場として活

用するなど、自然環境学習の意義や取組事例等を

掲載した運用パンフレットを作成し、自然再生に

取り組む地域や自然再生協議会などへ配布する

など情報提供を実施 

② 関係省庁と連携の下、自然再生協議会連絡会

議を開催し、自然環境学習の取組内容等につい
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て、協議会レベルでの情報・意見交換を実施 

 

≪参考≫ 

表５ 地域の関係機関との連携（例） 

協議会名 連携状況 

竜串自然
再生協議
会 

地元小学校の総合学習の時間に、竜
串自然再生協議会の委員が講師となっ
て、竜串自然再生事業の各分野（山、
海等）をテーマとした授業を実施 

阿蘇草原
再生協議
会 

草原環境学習小委員会が、阿蘇郡市
内の小中学校を対象に草原再生に関す
る環境学習を行う「草原キッズプロジ
ェクト」を実施。この一環として、地
元小学校において、年間を通じて草原
環境学習プログラムなどを実施 

  

 
 
 

 


